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犯罪被害者等施策推進課

想定事例での対応要領
～殺人事件の場合～

※本研修教材の無断使用・転載・コピー・引用等は禁止します。

想定事例での対応要領
～殺人事件の場合～

○ 殺人事件における想定事例

○ 想定される支援制度・サービス

○ 殺人事件による被害の特徴

○ 殺人事件被害者遺族への配慮
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殺人事件における想定事例①

＜事件の概要＞

令和６年＊月＊日午後７時ごろ、○○県に住む女性Ａさん（35歳、

会社員）が、自宅を訪ねてきた元夫のＸ（42歳、会社員）に胸など

を数か所刺されるなどして、死亡した。

当時、自宅には娘のＢさん（８歳、小学２年生）と実母のＣさん

（70歳、無職）がおり、２人にけがはなかったが、ＣさんはＡさん

の被害を目撃していた。

なお、ＢさんはＡさんの被害を直接見ていないが、救急病院には

Ｃさんと同行し、Ａさんが死亡したことは認識している。

＜被疑者の状況＞

Ｘは、Ｃさんからの通報を受けて臨場した警察官に逮捕された。

以前より、Ａさんに対して復縁を迫っていたが、何度も断られ、

事件当日はかっとなって犯行に及んだというが、凶器のナイフはＸ

が自宅から持参してきたものだった。
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＜被害者及び家族の状況＞
Ａさんは、ＸからのＤＶが原因

で、３年前に調停離婚。小学２年
生で８歳の娘のＢさん、70歳の実
母のＣさんと３人暮らし。

Ｘは離婚後、隣の市で単身生活
をしており、離婚前から娘は可愛
がっていたため、定期的にＢさん
とは面会していた。

ただ、１年前位から、Ａさんは
Ｘから度々復縁を迫られて、その
都度断っていた。

Ａさんにきょうだいはおらず、
実父は５年前に死去している。
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殺人事件における想定事例②
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想定される支援制度・サービス①

※ ここでは、都道府県警察やその他司法に関連する機関、民間
被害者支援団体による支援制度・サービスを除く、主として
生活上の支援を例示している。

＜地方公共団体が提供できる支援制度・サービスの例＞
・Ｂさんのスクールカウンセリングの利用、児童精神科医療
機関の情報提供

・児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成
・ひとり親家庭ホームヘルプサービス
・住民税・所得の控除（ひとり親控除）
・経済的支援としての遺族見舞金（支援金）
・生活関係支援としての配食サービスやホームヘルプサービス
の提供又はその費用助成

・住居関係支援としての転居費用（引っ越し、家賃等）の助成
・住居関係支援としての公営住宅の優先入居又は一時利用
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想定される支援制度・サービス②

＜その他関係機関・団体が提供できる支援制度・サービスの例＞
・遺族厚生年金【社会保険事務所】

・生活福祉資金の貸付【最寄りの社会福祉協議会】

・奨学金【（公財）犯罪被害救援基金】

・遺族の集い等への参加【犯罪被害者等の当事者団体】
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殺人事件による被害の特徴

＊ 悲嘆反応と自責感等

・大切な家族を突然失った悲しみと絶望感と、それに伴う心身へ

の影響（悲嘆反応等）が大きく、心身の不調が生じやすい。

・自責感や怒りの感情等を強く感じる。

＊ 遺族の生活上の変化

・被害者が主たる生計者であった場合は、経済的な問題が大きい。

・悲嘆反応等への対処の違いから、家族間のストレスが強く、

長引く可能性がある。

＊ 加害者との関係性

・殺人事件においては、加害者が被害者の親族である場合が少なく

ない（※）ため、その場合、被害者遺族は加害者遺族でもあるこ

とになり、利用できる制度が制限されるなどの困難に直面する。

(※ 令和５年版「犯罪白書」によれば、令和４年の殺人事件では被疑者の44.7％

が親族であった。）
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殺人事件被害者遺族への配慮

＊ 心情に配慮した対応

・言葉掛けなどにおける、ちょっとした配慮

・遺族の心身の回復には時間がかかることを理解し、支援を焦ら

ない。

・精神的なショックが大きく、被害前と比べて、理解や判断に時間

がかかったり、十分ではない場合があるため、より丁寧な説明等

を心がける。

＊ 積極的な働きかけを行う

・現実感の喪失、感覚・感情の麻痺状態の渦中では、遺族からの

支援ニーズは出にくいため、遺族の負担にならないよう配慮しな

がら、積極的にニーズ把握と支援の提供、調整等を行う。

・申請、手続等の期限に留意する。

・記念日反応に留意する。 ※ ニーズ把握については、「総合的対応窓口での対応要領
～犯罪被害者等相談のポイント（2）～」の講義を参照
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ご視聴ありがとうございました。


